
後期高齢者医療制度案内

■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６・１１７■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６・１１７

後期高齢者医療保険料は、前年の所得に基づき計算され、７月に決定します。
普通徴収（納付書または口座振替）の方は、７月中に納入通知書を送付します。

令和７年度の保険料について

保険料の納め方

年金の受給額が年間１８万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。（２か月ごとの徴収）
※届出により、口座振替に変更できます。

年金の受給額が年間１８万円未満の方や、年度途中に資格を取得した方等は、口座振替や納付書により
納付してください。（納付書は７月中旬に年間分を送付）
※これまで国民健康保険税を口座振替にしていた方も、改めて口座振替の手続きが必要です。

★年金からの天引き（特別徴収）

★口座振替や納付書による納付（普通徴収）

医療機関窓口における負担割合は原則１割ですが、一定以上の所得のある被保険者およびその被保険
者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者（負担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割合が２
割になります。

医療費の自己負担割合について

医療機関窓口での一部負担金の支払いには、上限があります（自己負担限度額）。
限度額区分を記載した資格確認書を医療機関に提示すると、支払いを自己負担限度額までとすること
ができます。
※詳しくは、資格確認書に同封するパンフレット「資格確認書の交付について」をご覧ください。

医療費の自己負担限度額について

医療費の自己負担について

マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、事前申請不要
で自己負担限度額までの支払いとすることができます。

～　ぜひご活用ください　～

資格確認書資格確認書後期高齢者医療制度の を郵送します
後期高齢者医療制度では、現在、資格取得したすべての方等に資格確認書を交付する暫定的な対応を
しておりますが、令和７年８月以降も継続することとなりました。
令和７年８月からご利用いただける「資格確認書」を被保険者全員に送付いたします。

７月末日までに特定記録で郵送します。
有効期間は令和７年８月１日～令和８年７月３１日までの１年間です。

今年の資格確認書は
“セピア色”です

２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９

▷対象者の方には、１か月前  
　に通知を郵送いたします。

８月４日（月）

８月１８日（月）

現代の医療技術では、生命維持に必要な血液を完全に代替したり、人工的に製造したり、長期保
存したりすることはできません。そのため、皆さまからの献血は、輸血医療を支え、輸血が必要
な方々に血液を届けるための重要な役割を果たしています。
皆さまのご協力をお願いします。

献血にご協力ください献血にご協力ください

10広報みほ　令和７年７月号広報みほ　令和７年７月号広報みほ　令和７年７月号


